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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
帯状の正・負極両極板間にセパレータを介在させ、渦巻き状に巻回して形成したエレメン
トを電槽に収容した円筒型蓄電池において、極板は本体部分と集電耳部分とからなる帯状
の集電体を有し、該集電耳部分に、巻回の中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝を少なく
とも１箇所以上設けたことを特徴する円筒型蓄電池。
【請求項２】
前記集電耳部分に設ける溝を、渦巻き状に巻回した時の巻回の中心軸に対向する面に設け
たことを特徴とする請求項１記載の円筒型蓄電池。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、円筒型蓄電池に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から蓄電池は、エレメントの形状から大きく二つに区分できる。一つは、ＵＰＳ用や
電気自動車用等として普及している角型のものであり、もう一つは、円筒型のものである
。前者は、平板状の集電体に活物質を充填した正極板と負極板とを極板間にセパレータを
介在させて交互に所定枚数を積層したものであり、後者は、帯状の集電体に活物質を充填
した正極板と負極板とを極板間に帯状のセパレータを介在させて螺旋状に巻回したもので
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ある。円筒型蓄電池は、エレメントを渦巻き状に巻回して形成するため、角型蓄電池に比
べて薄い極板を強く圧迫して極板群を形成することが可能となり、大電流放電特性や大電
流での充放電サイクル寿命性能に優れた蓄電池を製造することができる。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　従来の円筒型蓄電池は、電池の軽量化や小型化の目的で集電体部品の重量をできる限り
小さく抑えるために、一般的には、メーカ固有の耳幅の集電耳を帯状の集電体に形成し（
図１）、巻き取り後に溶接等により一体化している。
【０００４】
ところが、この集電耳の一体化を行うためには、集電耳部分を、極板群を渦巻き状に巻き
取る際に、極板から突出させておく必要がある。しかし、集電耳部分を極板から突出させ
ることにより、渦巻き状に巻き取る際に、集電耳部分に圧迫を加わえることができなくな
るため、集電耳部分に極板と同じ曲率をつけることが困難となる。
【０００５】
従って、巻き取り前の極板の平板形状が集電耳部分と極板との付け根部分に残り、極板と
セパレータとの間に隙間を生じさせており、その結果、その隙間による抵抗が大電流放電
性能や大電流での充放電サイクル寿命性能に悪影響を及ぼすため、期待していた円筒型蓄
電池の性能を十分に発揮できないといった問題があった。
【０００６】
本発明が解決しようとする課題は、上述のように、極板とセパレータとの間に隙間を生じ
させることなく、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能の優れた円筒型蓄
電池を提供することである。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するために、請求項１記載の発明の円筒型蓄電池では、帯状の正・負極
両極板間にセパレータを介在させ、渦巻き状に巻回して形成したエレメントを電槽に収容
した円筒型密閉鉛蓄電池において、極板は本体部分と集電耳部分とからなる帯状の集電体
を有し、該集電耳部分に、巻回の中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝を少なくとも１箇
所以上設けたことを特徴する。
【０００８】
また、請求項２に記載の発明では、請求項１に記載の発明において、前記集電耳部分に設
ける溝を、渦巻き状に巻回した時の巻回の中心軸に対向する面に設けたことを特徴とする
。
【０００９】
【発明の実施の形態】
本発明による円筒型蓄電池は、帯状の極板の集電耳部分に、少なくとも１箇所以上の、望
ましくは耳幅の１/１０～１/３倍の間隔に、巻きの中心軸にほぼ平行なスリットまたは溝
を設けることにより、集電耳部分に集電体本体とほぼ同じ曲率をつけることが可能となり
、巻き取り時に発生していた極板とセパレータとの間の隙間の生成を解消することが可能
となるため、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性能を向上させることが可
能となる。
【００１０】
【実施例】
以下に本発明の一実施例を鉛蓄電池について説明する。
円筒型密閉鉛蓄電池は、二酸化鉛を主材とする帯状の正極板、金属鉛を主材とする帯状の
負極板および帯状の保液性ガラスセパレータからなる発電要素を、電槽内に装填したもの
である。正・負極板には巻回しやすくするためエキスパンド格子に活物質ペーストを充填
したものを使用し、セパレータには角型密閉鉛蓄電池で一般的に用いられているガラスセ
パレータを使用し、極板間にガラスセパレータを介在させた状態にて、通常の方法で螺旋
状に全体を巻回し、直径４５ｍｍのエレメントを作製し、電槽に収容後ふたを封止した。
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【００１１】
図２は、従来の円筒型密閉鉛蓄電池の一例を示す断面図であり、これを電池Ａとする。集
電耳を形成している箇所の極板とセパレータとの境界には、巻き取り前の極板の平板形状
が集電耳部分と極板との付け根部分に残っており、隙間が生じていることがわかる。
【００１２】
図４および図５は、本発明の円筒型密閉鉛蓄電池で用いた集電体の耳部分を拡大したもの
である。
図４は、集電体の耳部分に巻きの中心軸にほぼ平行となる、耳幅の１/４倍の間隔にスリ
ットを設けたものであり、図５は、同様の間隔で、スリットのかわりに溝を巻きの中心側
の面に設けたものである。図３は、図４で示した集電体を用いて作製した本発明による円
筒型密閉鉛蓄電池の断面図であり、断面の様子は、図５で示した集電体を用いた場合にお
いても同様であった。
【００１３】
図４の集電体を用いて作製したものを電池Ｂ、図５の集電体を用いて作製したものを電池
Ｃとする。集電耳部分にスリットや溝を設けることにより集電耳を形成している部分の極
板とセパレータとの境界にはほとんど隙間が生じていないことがわかる。図中の１は帯状
の集電体の本体部分、２は集電耳部分、３および４は帯状の集電体の本体部分に活物質を
充填して作製した正負極板、５は帯状のガラスセパレータである。
【００１４】
上記３種の電池（Ａ、Ｂ、Ｃ）を通常の製法に従って電解液の注液および化成を行い、３
ｈＲ容量が約１０Ａｈの円筒型密閉鉛蓄電池を製作した。
これらの電池を３時間率容量値の６倍の大きさの電流で充放電を５秒間ずつ繰り返す寿命
試験に供した。なお、寿命試験は周囲温度を２５℃に制御して行った。寿命試験中５００
０サイクル毎に電池容量を測定し、初期のそれの８０％以下となった時点を寿命と判定し
た。寿命試験中の電池容量の推移を図６に、寿命試験中の内部抵抗の推移を図７に示す。
【００１５】
本発明により製作した電池Ｂおよび電池Ｃは、従来電池Ａの約１．５倍である９～１０万
サイクルの寿命性能を示した。また、電池ＢおよびＣの内部抵抗はサイクルが進むにつれ
て、緩やかに増加しているのに比べ、電池Ａのそれは比較的サイクル初期から急速に増大
していた。
【００１６】
一般に、ガラスセパレータに電解液を保持させる方式（いわゆるリテーナ式）の密閉鉛蓄
電池では、電池使用による電解液量の減少によりガラスセパレータの収縮が起こり、極板
への圧迫力が徐々に低下し、内部抵抗増大の一因となることが知られている。これは電池
内の全電解液の内、ガラスセパレータが保持している電解液が優先的に枯れやすいために
起こると考えられ、その中でも圧迫力が小さい部分（電解液とガラス繊維との表面張力が
小さい部分）が特に減液しやすいと考えられる。
【００１７】
電池Ａは、集電耳を形成している部分の極板とセパレータとの境界に元々隙間が生成され
ており、その箇所の圧迫力は事実上無いに等しいため、結果的に電解液が減少しやすい構
造となっており、サイクルが進むにつれて内部抵抗がの増大を助長していたが、本発明に
よる電池Ｂおよび電池Ｃは、上述したような極板とセパレータとの界面における隙間の生
成を上手く解消できたため、性能を向上させることが可能となったと考えられる。
【００１８】
本実施例では、巻きの中心軸にほぼ平行となるスリットまたは溝を耳幅の１/４倍の間隔
に設けた。さらに細かな間隔のスリットまたは溝を設けることも考えられるが、スリット
または溝を設けることによる性能低下を考慮すれば、集電耳幅の１/１０～１/３倍の間隔
が望ましいと考えられる。
【００１９】
以上、鉛蓄電池での実施例を述べたが、本発明は鉛蓄電池だけでなく、他の円筒型蓄電池
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【００２０】
【発明の効果】
以上述べてきたように、本発明による円筒型蓄電池は、帯状の極板の集電耳部分に、少な
くとも１箇所以上の、望ましくは耳幅の１/１０～１/３倍の間隔に、巻きの中心軸にほぼ
平行となるスリットまたは溝を設けることにより、集電耳部分に集電体本体とほぼ同じ曲
率をつけることが可能となり、巻き取り時に発生していた極板とセパレータとの間の隙間
の生成を解消することが可能となり、大電流放電性能や大電流での充放電サイクル寿命性
能を向上させることが可能となるものであり、その工業的価値は大きい。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の円筒型蓄電池の集電体の一例を示す外観図
【図２】従来の円筒型密閉鉛蓄電池の断面図
【図３】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の一例を示す断面図
【図４】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の集電体の一例を示す外観図
【図５】本発明による円筒型密閉鉛蓄電池の集電体の一例を示す外観図
【図６】充放電サイクル特性の比較を示す特性図
【図７】電池の内部抵抗の比較を示す特性図
【符号の説明】
１　帯状の集電体の本体部分
２　集電耳部分
３　帯状の正極板
４　帯状の負極板
５　帯状のガラスセパレータ
６　隙間

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】
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